
１．法人の解散 

（１）解散の事由

法人は、次の事由により解散します（法 31①）。 

事 由 内 容 解散の日 

社員総会の決議 

解散の理由は問いません。総会では、解

散、清算人の選定、残余財産の帰属先の

決議をします。 

総会の決議日

定款で定めた解散事由の

発生 

ＮＰＯ法で定められている事由ではな

く、法人の定款で定めた事由による解散

です。 

事由が発生し

たとき 

目的とする特定非営利活

動に係る事業の成功の不

能 

法人が目的とする事業を達成できなくな

った場合に解散します。所轄庁の認定が

必要です。 

所轄庁が解散

を認定した日

社員の欠亡 
社員が一人もいなくなったときをいいま

す。 

事由に該当し

たとき 

合併 
新設合併及び吸収合併による解散をいい

ます（第４章２．参照）。 

破産手続開始の決定 
法人が債務を完済できなくなり、裁判所

が破産手続の開始をした場合です。 

認証の取消し 

改善命令に違反した場合で、他の方法に

よっては監督できないときや、３年以上

にわたって事業報告書等の提出を行わな

いときは、所轄庁が認証を取り消すこと

ができます。 



第４章（解散と合併） 

（２）解散手続の流れ 

解散をする場合は、所轄庁などにご相談ください。 

また、解散は法務局での登記がポイントですので、法務局ともご相談ください。 

解散した法人は、清算の目的の範囲内において、その清算が結了するまで存続する

ものとみなされます（法 31 の４）。 なお、残余財産は法 11 条第３項に定めるもの

のみに限定されており、構成員である社員には分配できません（P.14 参照）。 

① 解散事由が【社員総会の決議、定款で定めた解散事由の発生、社員の

欠亡】の場合 

清算法人

 総会決議※、定款解散事由の発生、社員の欠亡NPO法人

３）官報において公告し、債権者に対して２ヶ月以上の一

定期間内に債権の申し出をすべき旨を催告。判明してい

る債権者に対しては、個別に催告

４）債権・債務の整理及び残余財産の整理 

・残余財産の帰属先を定めていない場合は、「残余財産

の認証申請」（所轄庁）（法 32②）

・清算中に新たな清算人が就任した場合は、「清算人就

任届出」（所轄庁）（法 31の８）

５）法務局へ清算結了の登記（清算結了の日から２週間以

内）（組登令 10） 

６）所轄庁へ、「清算結了届出書」に「登記事項証明書（原

本）」を添えて提出（法 32 の３）

１）法務局へ、解散・清算人を登記（解散から２週間以

内（組登令７の２）

２）所轄庁へ、「解散届出書」に「登記事項証明書（原

本）」を添えて提出（解散後遅滞なく）

清算法人の監督者は、

主たる事務所の所在地を管轄する裁判所（法 32の２）

消 滅

【Ａ】清算人については（４）をご覧ください。

※ 社員総会の決議には、総社員の４分の３以上の賛成が必要です。ただし、定款に別

段の定めがあるときは、この限りではありません（法 31 の２）。 
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② 解散事由が【目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能】 

の場合 

③ 解散事由が【設立の認証取消し】の場合 

認証取消しの場合は、「役員の欠格事由」が発生します 

（第１章１．（２）⑬参照）。 

清算法人

NPO法人

１）所轄庁へ、解散認定申請（法 31③）

２）所轄庁が、解散を認定（法 31②）

３）法務局へ、解散・清算人を登記（組登令７の２）

消 滅

清算法人

NPO法人

１）法務局へ、解散・清算人を登記（組登令７の２）

２）所轄庁へ、「清算人就任届出書」に「登記事項証明

書（原本）」を添えて提出（法 31の８）

清算法人の監督者は、

主たる事務所の所在地を管轄する裁判所

消 滅

①【Ａ】に同じ

目的とする事業の成功の不能

 所轄庁による認証取消し

清算法人の監督者は、

主たる事務所の所在地を管轄する裁判所

①【Ａ】に同じ
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（３）申請等の書類

① 解散にかかる書類

② 清算にかかる書類 ※清算人については次ページの（４）をご欄ください。

解散の事由 作成例 提出書類 部数 

社員総会の決議 

［28］ 

・解散届出書〈規則様式〉 

・解散及び清算人を登記したこと 

を証する登記事項証明書（原

本）（登記簿謄本（原本））

合併については、P.53 参照

１ 

定款で定めた 

解散事由の発生 

社員の欠亡 

合併 

破産手続開始の決定 

目的とする特定非営

利活動に係る事業の

成功の不能 

－ 

・認定申請書（規則様式） 

・事業の成功の不能事由を証する 

書面（総会の議事録等） 

１ 

認証の取消し － 

・清算人就任届出書（規則様式） 

・清算人の登記をしたことを証す 

る登記事項証明書（原本）（登記簿

謄本（原本））

１ 

事由 作成例 提出書類 部数 備考 

清算中に該当があ

れば提出する書類

－ 
・残余財産譲渡申請 

書（規則様式） 
１ 

残余財産の帰属が定款

で定めていない場合に

申請します。

－ 

・清算人就任届出書

〈規則様式〉 

・清算人の登記をし

たことを証する登

記事項証明書（原

本）（登記簿謄本（原

本））

１ 

清算中に清算人が交代

した、新たに就任した

などの場合に届け出ま

す。

必ず提出する書類 ［29］

・清算結了届出書

（規則様式） 

・清算が結了したこ

とを証する登記事

項証明書（原本）

（登記簿謄本（原本））

１ 

法務局での清算登記が

終わったら、提出しま

す。 
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（４）清算人 

 法人が解散したときは、合併及び破産の場合を除き、理事が清算人になります

（法 31 の５）。ただし、定款に定めがあるとき、又は社員総会において理事以外の

者を選任したときは、その定め又は選任による者が清算人になります（法 31 の

５）。清算人は地方裁判所の監督により清算業務を行います（法 32の２②）。 

【 清算人の業務 】 

現務の結了 
・法人が現在行っている事業活動を終了させる方

向で業務を行います。 

債権の取立て及び債務の弁済

P.49①［Ａ］参照 

・官報において公告し、債権者に対して２ヶ月以

上の一定期間内に債権の申し出をすべき旨を催

告します。判明している債権者に対しては、個

別に催告します。 

・清算中の法人が破産したときは、清算人は、直

ちに破産宣告の請求を裁判所にして、その旨を

官報で公告します。 

・債権と債務を整理し、残余財産を確定します。

・法務局へ「清算結了の登記」を行います。 

・所轄庁へ「清算結了届出書」に「登記事項証明

書（原本）」を添えて提出します。 

残余財産の引渡し 

・定款で定めた残余財産の帰属先に残余財産を譲

渡します。 

・定款に残余財産の帰属先を特に定めていない場

合は、清算人は所轄庁へ「残余財産譲渡認証申

請書」を提出し、所轄庁の認証を経て、残余財

産を国又は地方公共団体に譲渡します。 

〇定款で残余財産の帰属先の規定を設ける場合の帰属先は、以下の通り定められ

ています。これら以外の個人、団体及び法人等へ残余財産を譲渡することはで

きません。  

 ・他の特定非営利活動法人  

 ・国又は地方公共団体  

 ・公益社団法人又は公益財団法人  

 ・学校法人  

 ・社会福祉法人  

 ・更生保護法人  

〇残余財産は、社員等への分配はできません（第１章２．（４）参照）。 

〇「官報への公告」掲載の窓口については、第６章をご覧ください。


